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徳島県では，県民の健康を保護すると
共に生活環境を保全するために徳島
県生活環境保全条例で，土砂等の埋
立て等が規制の対象となります。

徳島県



【規制の概要】

○ 全ての土砂等の埋立て等について，汚染された土砂等の使用禁止

○ 全ての土砂等の埋立て等について，埋立てられた土砂等が， 崩れ落ちたり，風で飛ん
だ　り，雨水で流れ出たりしないようにしなければなりません。

○3,000 平方メートル以上の土砂等の埋立て等については，知事の許可が必要となりま　
　す。

はじめに

平成 17 年 10 月 1 日から土砂等の埋立て等に対する規制が行われています
（徳島県生活環境保全条例（平成 17 年徳島県条例第 24 号））。

※ 土砂等とは
　　地表，地盤，海底等を掘削するなどして採取された土，砂，礫，砂利が
　集まったものをいい，岩石等が混入されたいても全体として土砂とみな　
されることができる場合には，条例が適用されます。
　
※ 埋立て等とは
　　盛土その他土地への堆積する行為
　　公共工事や宅地等の造成工事における盛土等
　　建設残土の一時仮置き
　　砂利採取後の埋め戻し
　　農地の嵩上げ　　　　　等

※ 県内で行われる土砂等の埋立て等が規制の対象となるため，土砂等が発生した場
　所が県内であるか県外であるかを，また，土砂等が発生した事業が公共事業である
か　民間事業であるかを問いません。
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生活環境を保全するために

（県等の責務）
第 3 条　徳島県環境基本条例第 3 条に定め  
   る環境を保全及び創造についての基本理   
    念にのっとり，生活環境の保全等が適性に 
     図られるように，それぞれの立場において
努     めなければならない。

県，事業者，県民

第６０条，第６１条に規定する措置命令

土砂等の埋立て等については，面積や規模に関係なく，
　①　土壌基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したとき
　②　埋立て区域内の浸透水が水質基準に適合しないことを確認したとき
　③　土砂等が崩落し，飛散し，若しくは流出し，又はこれらのおそれがある場合において，生活環境の   
        保全又は住民の生活の安全の確保上の支障が生じ，又は生じるおそれがあると認める時

知事の措置命令が行われることがあり，命令に違反した者は，罰則が適用されることがあります。

（事業者等の責務）
第 57 条　事業活動を行うに当たっては，土     
   砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水   
    質の汚濁の発生を未然に防止するために  
      必要な措置を講ずるものとする。

（事業者等の責務）
第 57 条第 2 項　土砂等の埋立て等に使用     
  される土砂等を運搬しようとするときは，当    
   該土砂等の汚染状態を確認し，土砂等の埋 
    立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁  
      が発生するおそれのある土砂等を運搬す
る      ことのないよう努めなけらばならない。

（土砂基準に適合しない土砂等による土砂等
の埋立て等の禁止）
第６０条　何人も，土壌基準に適合しない土砂 
   等を使用して土砂等の埋立て等をし，又は
土    壌基準に適合しない土砂等を使用する
土砂     等の埋立て等の用に供するために土
地を提　供してはならない。

（土砂等の埋立て等による崩落等の防止）
第 61 条　土砂等の埋立て等をする者及び土  
   砂等の埋立て等の用に供するために土地を 
    提供した者は，当該土砂等の埋立て等に
使      用された土砂等が崩落し，飛散し，又
は流        出 しないよう必要な措置を講じなけ
ればな      らない。

（特定事業場の許可）
第 62 条　特定事業場を行う者は，特定事業    
   に供する区域ごとに，あらかじめ，特定事業 
      について知事の許可をうけなければなら
な       い。

事業者

土 砂 等 の
運搬事業者

土 地 の
提 供 者

土 砂 等 の
埋 立 て を

行 う 者

特 定 事 業
を 行 う 者

措置命令，罰則
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特定事業の許可申請等

適用除外（特定事業のうち知事の許可を必要としない行為）（第 62 条第 2 項）

　 1 　国，地方公共団体等が行う特定事業
　 2 　採石法，砂利採取法等の許認可を受けた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的    
      に堆積を行う特定事業（採取後埋め戻しについては適用除外とはならない。）
　 3 　非常災害のための必要な応急措置として行う特定事業
　 4 　次の施設等の本来の機能を保全するために行う特定事業
　　①　運動場，駐車場その他これらに類する施設
　　②　農産物の生産の用に供する農地

土砂等の埋立て等を行おうとする者
土砂等の埋立て等（第 2 条第 14 号）
　土砂等（土砂及びこれに混入し，又は吸着した物をい
う。）による土地の埋立て，盛土その他の土地への堆積を
する行為。ただし，製品の製造若しくは加工のための原材
料又は試験，検査等のための試料の堆積をする行為その
他次の施設における行為を除く。
① 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定によ
　る許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄
　物処理施設
② 　汚染された土砂等を処理するための施設で知事
　が指定するもの　等

本条例以外の法令等の制約
・徳島県土地利用指導要綱の開発行為の承認
・国土利用計画法の土地に関する権利の移転等の届出
・都市計画法の開発許可
・農業振興地域の整備に関する法律の開発行為の許可
・農地法の転用許可
・森林法の開発許可
・自然公園法の行為の許可
・自然環境保全法の行為の許可
・鳥獣保護法及び狩猟に関する法律の行為の許可
・砂防法の行為の許可
・地すべり等防止法の行為の許可
・国有財産法に基づく用途廃止及び払い下げ
・文化財保護法の埋蔵文化財の発掘
・土壌汚染対策法　　等

特定事業場（知事の許可が必要）（第 2 条第 15 号）
　土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所から採取
された土砂等による土砂等の埋立て等をする事業であっ
て，土砂等の埋立て等に供する区域の面積が 3,000 平
方メートル以上であるものをいう。なお , 特定事業のうち
他の場所への搬出を目的として , 土砂等の受け入れと搬
出が 1 年未満の短期間に繰り返されるもの（仮置き場等）
を「一時堆積事業」という。

知事の許可が必要な特定事業に該当する

本条例以外の法令等の制約がある

他法令の協議等
（並行して条例の協議）

他法令の許認可の申請等

条例の協議

特 定 事 業 場 の 許 可 申 請

市町村長の意見

特 定 事 業 場 の 許 可

YES

YES
NO

OK

OK

OK

OK
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特定事業の許可基準等

許可基準（条例第 65 条第 1 項，第 2 項）

1 　施工する事務所が設置されること
2 　特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂等であること
3 　完了時における土砂等の堆積の構造が構造上の基準に適合するものであること
4 　浸透水を採取するために必要な措置が図られていること
5 　施工中の災害発生を防止する措置が図られていること
6 　申請者が，措置命令を受けて措置命令を完了していない者，若しくは許可の取消しを受け 3 年以上を経過して
　いない者，若しくは特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理
　由がある者に該当しないこと

 （一時堆積事業にあっては，上記 1 ， 4 ， 6 の他に）

7 　特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂等であること（表土と堆積する土砂等が遮断される
　　構造である場合にあっては，その構造が土壌・地下水の汚染を防止するものであること）
8 　特定事業場の構造が構造上の基準に適合するものであること
9 　採取場所ごとに土砂等を区分するために必要な措置が図られていること

 構造上の基準の適用除外（条例第 65 条第 3 項）

　他法令により，防災措置が図られている場合は， 3 ， 5 ， 8 は適用しない

特定事業許可申請書記載事項（条例第 63 条第 1 項，第 2 項）

1 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名
2 　特定事業区域及び特定事業に供する施設の位置及び面積
3 　特定事業場に供する施設の設置計画
4 　事務所の所在地
5 　施工を管理する者の氏名
6 　特定事業区域内の表土の汚染状況についての 1ヘクタール以内の区域に等分された区域ごとに実施した土
　壌検査結果
7 　埋立て，盛土及び堆積に使用される土砂等の量
8 　施工期間
9 　事業完了後の特定事業場の構造
10 　土砂等の採取場所，採取場所ごとの搬入予定量及び搬入計画
11 　特定事業区域内の浸透水を採取するための措置
12 　施工中の災害発生を防止するための措置

（一時堆積事業にあっては，上記 1 から 5 ， 8 ， 11 の他に）

13 　特定事業区域の表土の汚染状況について 1ヘクタール以内の区域に等分された区域ごとに実施した土壌検
　査結果（表土と堆積する土壌等が遮断される構造である場合にあっては，その構造）
14 　一時堆積事業に使用される土砂等の搬入予定量及び搬出予定量
15 　特定事業場の構造
16 　採取場所ごとに土砂等を区分するための措置

添付書類

① 　申請者の住民票の写し（法人にあっては，登記事項証明書）
② 　特定事業場の位置を明示した図面（縮尺 5万分の 1 以上）及び周辺見取図
③ 　計画平面図，計画横断図
④ 　特定事業区域内の土地の登記事項証明書及び公図の写し
⑤ 　申請者が特定事業区域内の土地の所有者でない場合にあっては，土地の使用権原を証する書類及び土地所有
　者の計画同意書
⑥ 　計画実施の妨げとなる権利を有する者の計画同意書
⑦ 　表土の土壌検査のために土砂等を採取した地点の位置図及び環境計量士発行の土壌検査結果を証明する書
　面（表土と堆積する土砂等が遮断される構造である場合にあっては，その構造）
⑧ 　土砂等の量の積算計画書
⑨ 　土砂等の埋立て等の構造安定計算書
⑩ 　擁壁の断面図
⑪ 　擁壁がコンクリート構造の場合は，構造計算書
⑫ 　特定事業区域がすべりやすい地盤又は著しく傾斜している土地である等のため，他法令により一定基準以上の
　施工が要求される行為に該当する場合にあっては，当該行為に該当することを証する書面
⑬ 　その他知事が必要と認める書類
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○ 許可申請に必要な書類
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特定事業者の義務

特定事業の許可

着手報告
１　土砂等の搬入の届出
2 　標識の掲示等

3 　関係書類の閲覧等

4 　着手報告

定期報告（６月ごと）
1 　土砂等の量の報告

2 　水質検査の結果報告

　（一時堆積事業の場合は 3 月ごと）

完了報告
1  完了の届出

2  水質検査及び土壌検査の結果
  報告

1 　砂等の搬入の届出（着手前及び施工期間中）
　　土砂等の採取場所ごとに，かつ，搬入しようとする土砂
　等の量が 4,000 立方メートルまでごとに , 当該採取場所
　で採取された土砂等であって , 土壌基準に適合している旨，
   知事に届け出なければならない。
　 < 提出書類 >
　　・ 土砂等搬入届出書
　　・ 土砂等の売渡若しくは譲渡証明書又は発生場所の責
　　  任者が発行した土砂等発生元証明書
　　・ 検査試料採取調書
　　・ 検査結果を証明する書面（環境計量士発行）
　　・ 採石法，砂利採取法その他の法令等に基づき許認
　　 可を受けている場合は，そのことを証する書面
2 　標識の掲示等（施工期間中）
　　特定事業場の見やすい場所に標識を掲げなければなら
　ない。また，特定事業区域と区域以外の地域の境界を明
　らかにする表示を行わなければならない。
3 　関係書類の閲覧等（施工期間中）
　　事務所において，知事に提出した書類の写しを，周辺住
　民その他の生活環境の保全又は安全の確保上の利害関
　係を有する者の求めに応じ，閲覧に供しなければならない。
　また，完了の届出をした日の翌日から起算して 5 年間これ
　を保存しなければならない。
4 　着手報告（着手した日から起算して 10 日以内）
　 < 提出書類 >
    ・特定事業着手報告書

1 　使用された土砂等の量の報告（６月ごと）
   < 提出書類＞
　　・特定事業場状況報告書
　　・特定事業区域の写真
　　・土砂の搬入元に関する書類
　　・その他知事が必要と認める書類
2 　水質検査の結果報告（６月ごと）
　 < 提出書類 >
　　・特定事業水質・土壌検査報告書
　　・採取した地点の位置図及び現場写真
　　・検査試料採取調書
　　・検査結果を証明する書面（環境計量士発行）

1 　完了の届出（完了して日から 15 日以内）
　 < 提出書類 >
　・特定事業完了（廃止）届出書
２　水質検査及び土壌検査の結果報告（知事が指定する日）
　　検査のための試料の採取に当たっては，知事が指定す
　る職員の立ち会いの下に行うものとする。土壌検査は，特定
　事業区域を 1ヘクタール以内の区域に等分された区域ごと
　に行わなければならない。
　 < 提出書類 >
　　・特定事業水質・土壌検査報告書
　　・採取した地点の位置図及び現場写真
　　・検査試料採取調書
　　・検査結果を証明する書面（環境計量士発行）

7



土壌基準（条例第５８条，施行規則第３５条別表５）

　　　　改正　令３．３．３０（徳島県規則第６号）
項目 基準値 測定方法

カドミウム 検液１リットルにつき０．００３ミリグラム以下
日本産業規格（以下「規格」という。）Ｋ０１０２の５５．２，５
５．３又は５５．４に定める方法

全シアン 検液中に検出されないこと。

規格Ｋ０１０２の３８に定める方法(規格Ｋ０１０２の３８．１．１及
び３８の備考１１に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準
について(昭和４６年環境庁告示第５９号。以下「環境基準告示」とい
う。)付表１に掲げる方法

有機燐
リン 検液中に検出されないこと。

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係
る検定方法（昭和４９年環境庁告示第６４号。以下「排水基準告示」
という。）付表１に掲げる方法又は規格Ｋ０１０２の３１．１に定め
る方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンに
あっては、排水基準告示付表２に掲げる方法）

鉛 検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下 規格Ｋ０１０２の５４に定める方法

六価クロム 検液１リットルにつき０．０５ミリグラム以下

規格Ｋ０１０２の６５．２(規格Ｋ０１０２の６５．２．７を除く。)
に定める方法(ただし、規格Ｋ０１０２の６５．２．６に定める方法に
より塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格Ｋ０１７
０－７の７のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

砒
ヒ

素

検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下であり、
かつ、土砂等の埋立て等に供する場所の土地の利用目的
が農用地（田に限る。）である場合においては、土砂等
１キログラムにつき１５ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては，規格Ｋ０１０２の６１に定める方
法、農用地に係るものにあっては，農用地土壌汚染対策地域の指定要
件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令（昭和５０年総理府令第
３１号）第１条第３項及び第２条に規定する方法

総水銀 検液１リットルにつき０．０００５ミリグラム以下 環境基準告示付表２に掲げる方法
アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 環境基準告示付表３及び排水基準告示付表３に掲げる方法

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 環境基準告示付表４に掲げる方法

銅
土砂等の埋立て等に供する場所の土地の利用目的が農用
地（田に限る。）である場合において、土砂等１キログ
ラムにつき１２５ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定め
る省令（昭和４７年総理府令第６６号）第１条第３項及び第２条に規
定する方法

ジクロロメタン 検液１リットルにつき０．０２ミリグラム以下 規格Ｋ０１２５の５．１，５．２又は５．３．２に定める方法

四塩化炭素 検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１，５．４．１又は５．
５に定める方法

クロロエチレン 検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下
地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成九年環境庁告示第１
０号。以下「地下水基準告示」という。）付表に掲げる方法

１．２‐ジクロロエタン 検液１リットルにつき０．００４ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１又は５．３．２に定め
る方法

１．１‐ジクロロエチレン 検液１リットルにつき０．１ミリグラム以下 規格Ｋ０１２５の５．１，５．２又は５．３．２に定める方法

１．２‐ジクロロエチレン 検液１リットルにつき０．０４ミリグラム以下
シス体にあっては規格Ｋ０１２５の５．１，５．２又は５．３．２に
定める方法、トランス体にあっては規格Ｋ０１２５の５．１，５．２
又は５．３．１に定める方法

１．１．１‐トリクロロエタン 検液１リットルにつき１ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１，５．４．１又は５．
５に定める方法

１．１．２‐トリクロロエタン 検液１リットルにつき０．００６ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１，５．４．１又は５．
５に定める方法

トリクロロエチレン 検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１，５．４．１又は５．
５に定める方法

テトラクロロエチレン 検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１，５．４．１又は５．
５に定める方法

１．３‐ジクロロプロペン 検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下 規格Ｋ０１２５の５．１，５．２又は５．３．１に定める方法
チウラム 検液１リットルにつき０．００６ミリグラム以下 環境基準告示付表５に掲げる方法
シマジン 検液１リットルにつき０．００３ミリグラム以下 環境基準告示付表６の第１又は第２に掲げる方法

チオベンカルブ 検液１リットルにつき０．０２ミリグラム以下 環境基準告示付表６の第１又は第２に掲げる方法
ベンゼン 検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下 規格Ｋ０１２５の５．１，５．２又は５．３．２に定める方法
セレン 検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下 規格Ｋ０１０２の６７．２，６７．３又は６７．４に定める方法

弗
フツ

素 検液１リットルにつき０．８ミリグラム以下

規格Ｋ０１０２の３４．１(規格Ｋ０１０２の３４の備考１を除く。)
若しくは３４．４(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン
化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶
液として、水約２００ミリリットルに硫酸１０ミリリットル、りん酸
６０ミリリットル及び塩化ナトリウム１０グラムを溶かした溶液とグ
リセリン２５０ミリリットルを混合し、水を加えて１，０００ミリ
リットルとしたものを用い、規格Ｋ０１７０－６の６図２注記のアル
ミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格Ｋ０１０２
の３４．１．１ｃ)(注(2)第３文及び規格Ｋ０１０２の３４の備考１を
除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害と
なる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略す
ることができる。)及び環境基準告示付表７に掲げる方法

ほう素 検液１リットルにつき１ミリグラム以下 規格Ｋ０１０２の４７．１，４７．３又は４７．４に定める方法
１．４-ジオキサン 検液１リットルにつき０．０５ミリグラム以下 環境基準告示付表８に掲げる方法

備考

１ 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては，土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年環境庁告示第４６号。以下「土壌基準告示」という。）

　 付表に定める方法により検液を作成し，これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは，「土砂等」と読み替える

   ものとする。

２ この表の項目の欄中「有機燐
リン

」とは，パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びＥＰＮをいう。

３ この表の基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは，同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において，その結果が当該方法の定量

   限界を下回ることをいう。

４ １・２－ジクロロエチレンの濃度は、規格Ｋ０１２５の５．１，５．２又は５．３．２により測定されたシス体の濃度と規格Ｋ０１２５の５．１，５．２

   又は５．３．１により測定されたトランス体の濃度との和とする。
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水質基準（条例第５９条，施行規則第３６条別表６）

　　　　改正　平３１．３．２７（徳島県規則第１５号）
項目 基準値 測定方法

カドミウム １リットルにつき０．００３ミリグラム以下
日本産業規格（以下「規格」という。）Ｋ０１０２の５５．２、５
５．３又は５５．４に定める方法

全シアン 検出されないこと。

規格Ｋ０１０２の３８．１．２(規格Ｋ０１０２の３８の備考１１を除
く。以下同じ。)及び３８．２に定める方法、規格Ｋ０１０２の３８．
１．２及び３８．３に定める方法、規格Ｋ０１０２の３８．１．２及
び３８．５に定める方法又は環境基準告示付表１に掲げる方法

有機燐
リン 検出されないこと。 排水基準告示付表１に掲げる方法

鉛 １リットルにつき０．０１ミリグラム以下 規格Ｋ０１０２の５４に定める方法

六価クロム １リットルにつき０．０５ミリグラム以下

規格Ｋ０１０２の６５．２(規格Ｋ０１０２の６５．２．７を除く。)
に定める方法(ただし、規格Ｋ０１０２の６５．２．６に定める方法に
より塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格Ｋ０１７
０－７の７のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

砒
ヒ

素 １リットルにつき０．０１ミリグラム以下 規格Ｋ０１０２の６１．２，６１．３又は６１．４に定める方法

総水銀 １リットルにつき０．０００５ミリグラム以下 環境基準告示付表２に掲げる方法
アルキル水銀 検出されないこと。 環境基準告示付表３に掲げる方法

ＰＣＢ 検出されないこと。 環境基準告示付表４に掲げる方法

銅
土砂等の埋立て等に供する場所の土地の利用目的が農用
地（田に限る。）である場合において，１リットルにつ
き１ミリグラム以下

規格Ｋ０１０２の５２（規格Ｋ０１０２の５２．１に定める方法を除
く。）に定める方法

ジクロロメタン １リットルにつき０．０２ミリグラム以下 規格Ｋ０１２５の５．１，５．２又は５．３．２に定める方法

四塩化炭素 １リットルにつき０．００２ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１，５．４．１又は５．
５に定める方法

クロロエチレン １リットルにつき０．００２ミリグラム以下 地下水基準告示付表に掲げる方法

１．２‐ジクロロエタン １リットルにつき０．００４ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１又は５．３．２に定め
る方法

１．１‐ジクロロエチレン １リットルにつき０．１ミリグラム以下 規格Ｋ０１２５の５．１，５．２又は５．３．２に定める方法

１．２‐ジクロロエチレン １リットルにつき０．０４ミリグラム以下
シス体にあっては規格Ｋ０１２５の５．１，５．２又は５．３．２に
定める方法、トランス体にあっては規格Ｋ０１２５の５．１，５．２
又は５．３．１に定める方法

１．１．１‐トリクロロエタン １リットルにつき１ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１，５．４．１又は５．
５に定める方法

１．１．２‐トリクロロエタン １リットルにつき０．００６ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１，５．４．１又は５．
５に定める方法

トリクロロエチレン １リットルにつき０．０１ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１，５．４．１又は５．
５に定める方法

テトラクロロエチレン １リットルにつき０．０１ミリグラム以下
規格Ｋ０１２５の５．１，５．２，５．３．１，５．４．１又は５．
５に定める方法

１．３‐ジクロロプロペン １リットルにつき０．００２ミリグラム以下 規格Ｋ０１２５の５．１，５．２又は５．３．１に定める方法
チウラム １リットルにつき０．００６ミリグラム以下 環境基準告示付表５に掲げる方法
シマジン １リットルにつき０．００３ミリグラム以下 環境基準告示付表６の第１又は第２に掲げる方法

チオベンカルブ １リットルにつき０．０２ミリグラム以下 環境基準告示付表６の第１又は第２に掲げる方法
ベンゼン １リットルにつき０．０１ミリグラム以下 規格Ｋ０１２５の５．１，５．２又は５．３．２に定める方法
セレン １リットルにつき０．０１ミリグラム以下 規格Ｋ０１０２の６７．２，６７．３又は６７．４に定める方法

弗
フツ

素 １リットルにつき０．８ミリグラム以下

規格Ｋ０１０２の３４．１(規格Ｋ０１０２の３４の備考１を除く。)
若しくは３４．４(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン
化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶
液として、水約２００ミリリットルに硫酸１０ミリリットル、りん酸
６０ミリリットル及び塩化ナトリウム１０グラムを溶かした溶液とグ
リセリン２５０ミリリットルを混合し、水を加えて１，０００ミリ
リットルとしたものを用い、規格Ｋ０１７０－６の６図２注記のアル
ミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格Ｋ０１０２
の３４．１．１ｃ)(注(2)第３文及び規格Ｋ０１０２の３４の備考１を
除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害と
なる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略す
ることができる。)及び環境基準告示付表７に掲げる方法

ほう素 １リットルにつき１ミリグラム以下 規格Ｋ０１０２の４７．１，４７．３又は４７．４に定める方法
１．４-ジオキサン １リットルにつき０．０５ミリグラム以下 環境基準告示付表第８に掲げる方法

備考

１　この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

２　この表の基準値の欄中「検出されないこと。」とは、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回るこ

とをいう。

３　土壌基準告示付表に定める方法によりろ過して検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

４　１．２―ジクロロエチレンの濃度は、規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２により測定されたシス体の濃度と規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は

５．３．１により測定されたトランス体の濃度との和とする。
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構造上の基準の適用除外となる行為（条例第 65 条，規則第 41 条 別表第 7 ）
1 　砂防法（明治 30 年法律第 29 号）第 4 条第 1 項の規定に基づき許可を要する行為
２　土地改良法の規定に基づく土地改良事業
３　漁港漁場整備法（昭和 25 年法律第 137 号）第 39 条第 1 項の規定による許可を要する行為
４　港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 37 条第 1 項の規定による許可を要する行為
５　森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 10 条の 2 第 1 項及び第 34 条第 2 項（同法第 44 条において準用する場合を含む。）の規定による許可を要する行為
6 　道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 24 条の規定による承認並びに同法第３２条第１項及び第 91 条第 1 項の規定による許可を要する行為
7 　土地区画整理法の規定に基づく土地区画整理事業及び同法第 76 条第 1 項の規定による許可を要する行為
8 　都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第 6 条第 1 項の規定による許可を要する行為
9 　海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第 7 条第 1 項及び第 8 条第 1 項の規定による許可を要する行為
10 地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）第 18 条第 1 項の規定による許可を要する行為
11 宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）第 8 条第 1 項の規定による許可を要する行為
12 河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第 26 条第 1 項，第 27 条第 1 項，第 29 条第 1 項，第 55 条第 1 項及び第 57 条第 1 項の規定による許可を要する行為
13 都市計画法（昭和 43 年法律第１００号）第 29 条第 1 項及び第 2 項の規定による許可並びに同法第 59 条第 4 項の規定による許可を要する行為
14 都市再開発法の規定に基づく市街地再開発事業及び同法第 66 条第 1 項の規定による許可を要する行為
１５  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）第７条第 1 項の規定による許可を要する行為
16 都市緑地保全法（昭和 48 年法律第 72 号）第 5 条第 1 項の規定による許可を要する行為
１７  生産緑地法（昭和 49 年法律第 68 号）第 8 条第 1 項の規定による許可を要する行為

構造上の基準（条例第 65 条，規則第 40 条 別表第 8 ）
1 　特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層又は軟弱地盤のある層があるときは，その地盤にすべり又は沈下が生じないようくい打ち，土の置換えそ
の　他の措置が講じられていること。
2 　著しく傾斜している土地において特定事業を施工する場合にあっては，特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面がす　
べり面とならないように段切りその他の措置が講じられいること
3 　土砂等の埋立て等の高さ（特定事業により生じたのり面（擁壁を用いる場合にあっては，当該擁壁の部分を除く。以下同じ。）と上端との垂直距離をいう。
　以下同じ。）及びのり面の勾配は，次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ，それぞれ同表の土砂等の埋立て等の高さの欄及びのり面
の　勾配の欄に定めるものであること。

1 　特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に，次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定める幅の保安地
帯    が設置されていること。

一時堆積事業の構造上の基準（条例第 65 条，規則第 40 条 別表第 9 ）

2 　土砂等のたい積の高さが 3 メートル以下であること。
3 　土砂等のたい積ののり面の勾配は，垂直 1 メートルに対する水平距離が 1.8 メートル以上の勾配であること。

特定事業区域の考え方

例 2 　複数の土砂等の埋立て等が行われる場合例 1 　 1箇所の土砂等の埋立て等が行われる場合

1 　許可不要
　　一団の土地（宅地造成事業の開発区域）内Ａから採取した土砂等     
  を使用した土砂等の埋立て等の場合
2 　許可が必要
　　一団の土地の区域外の場所 B から採取した土砂等を使用した土      
  砂等の埋立て等の場合であって，土砂等の埋立て等の面積　　　　　
が， 3000m2 以上の場合は，許可が必要
・①と②が明確に分かれる場合，対象は②
・①と②の区分が難しい場合，対象は①＋②

：土砂等の埋立て等が行われる区域
：宅地造成その他事業が行われる一団の土地

1 　許可不要
　　一団の土地（宅地造成事業の開発区域）内Ａから採取した土砂等を使
用した土砂等の埋立て等の場合
2 　許可が必要
　一団の土地の区域外の場所 B から採取した土砂等を使用した土砂等の   
  埋立て等の場合であって，複数の土砂等の埋立て等の合計面積（②＋
③）    が， 3000m2 以上の場合は，許可が必要
    ・ A→① が明確な場合，②＋③
    ・ A→① が不明確な場合，①＋②＋③

4 　擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は，宅地造成等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号）第 6 条から第 10 条までの規定に適合すること。
5 　土砂等の埋立て等の高さが５メートル以上である場合にあっては，土砂等の埋立て等の高さが 5 メートルごとに幅が 1 メートル以上の段を設け，当該段　
　及びのり面には雨水その他の地表水によるのり面の崩壊を防止するための排水溝の施設が設置されていること。
6 　特定事業の完了後の地盤に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ，沈下又は崩壊が生じないように締め固めその他の装置が講じられていること。
7 　のり面は，石張り，芝張り，モルタルの吹付け等によって風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。
8 　特定事業区域（のり面を除く。）は，利用目的が明確である部分を除き，芝張り，植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

：土砂等の埋立て等が行われる区域
：宅地造成その他事業が行われる一団の土地
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徳島県生活環境保全条例の概要
（土砂等の埋立て等に関する環境保全）

目　的
　土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより，土壌汚染及び水質の汚濁
並びに災害の発生を防止し，もって生活環境の保全を図るとともに県民の生活の安全を
確保する。

規制の対象
となる行為

土砂等の埋立て等
　土砂等による土地の埋立て，盛土その他
の土地への堆積をする行為で埋立て等の
面積は問わない。

特定事業
　土砂等の埋立て等に供する区域以
外の場所から採取された土砂等によ
る，土砂等の埋立て等をする事業で，
その区域の面積が 3,000 平方メートル
以上であるもの。

規制の内容

① 土壌基準に適合しない土砂等を使用
　して土砂等の埋立て等をし , 又はその
　ために土地を提供してはならない。
② 土砂等の埋立て等をする者及びそ　
　のために土地を提供した者は，土砂　
　等が崩落し，飛散し，又は流出しない
　よう必要な措置を講じなければならな
　い。

① 特定事業を行う者は，あらかじめ，
　知事の許可を受けなければならな　
　い。
② 許可を受けた者は，
　・　土砂等の搬入の届出
　・　土砂等の量の報告
　・　土壌検査，水質検査の報告等を　
　行わなければならない。

規制の対象
となる者

① 土砂等の埋立て等を行う者
② 土砂等の埋立て等に供する土地の　
　所有者等

① 特定事業を行う者

知事の措置
命令

① 土砂等の埋立て等の停止
② 汚染状態の調査等
③ 土壌汚染及び水質汚濁防止措置
④災害（崩落，飛散もしくは流出）防止措置

罰　　則 最高１年以下の懲役又は 100万円以下の罰金

施行日 土砂等の埋立て等に関する環境保全が平成 17 年 10 月 1 日から施行

土砂等の埋立て等

特定事業

3,000m2 以上
知事の許可が必要

3,000m2 未満
※ 知事の許可不要

事業区域外からの土砂等による埋立て等

※市町村の定める条例で 3,000m2 未満でも許可等が必要な場合があります。
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＜お問合せ先＞

　徳島県危機管理環境部環境管理課　土砂・環境影響担当

　　〒７７０－８５７０　徳島市万代町 1丁目 1番地

　　　　電 話　      　　０８８－６２１－２２７６

　　　　ファクシミリ　　０８８－６２１－２８４７

　　　　メールアドレス　 kankyoukanrika@pref.tokushima.jp 　

　　　　徳島県ホームページ　 http://www.pref.tokushima.jp/
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